
授業料減免申請を希望する

新入生（特別永住者・永住許可者を含む）

JASSO貸与
奨学金に

採用決定して
いる。

入学後、本学
が指定した期
日までに進学
届を提出のう
え、「採用候
補者決定通
知」を学生課
に郵送してく
ださい。
手続き完了
後、国制度に
より授業料減
免の対象と
なります（こ
の場合、本学
独自の授業
料減免申請
は不要です
が、併用申請
も可能です）。

４月及び9月上旬にスカ
ラネットパーソナルで支
援区分を確認してくださ
い。「対象外」や「未判定」
となっていなければ、国
制度により授業料減免
の対象となります(この
場合、本学独自の授業料
減免申請は不要です)。

支援区分が「対象外」や
「未判定」の方で、本学独
自の授業料減免制度の
申請要件に該当すること
が見込まれる場合は、本
学独自の授業料減免申
請を行ってください。JASSO給付

奨学金を申請
することがで
きません。
留年中であっ
ても、本学独
自の授業料減
免制度の対象
となる場合が
あります。
学生課に相談
してください。

都内子育て世帯に対
する免除制度の対象
となる可能性が高い
です。
本学独自の授業料減
免申請を推奨します。
（注２）
※その他、審査要件
があります。

進学に関する要件を
満たしている。
（高等学校等を初めて
卒業した年度の翌年度
の末日から東京都立大
学に入学した日が２年
を経過していない
他）

以下のいずれかに該当している。
○生活保護世帯（世帯分離した者を含む）
○経済的困窮者（生計維持者及び学生本人の
年収目安674万円未満）

※年収目安は4人世帯をモデルとした概算であり、世
帯構成や税控除の適用状況などにより審査結果が異
なる場合があります。

本学独自の授業料減
免申請をされた場合、
審査の結果、対象外
となる可能性があり
ます。
ただし、これは申請
を妨げるものではあ
りません。申請を希
望される方は、本学
独自の授業料減免申
請を行ってください。

Yes・
新入生

Yes・在学生

希望する

私費留学生（特別永住者・永住許可者を除く）
修学支援を目的として、成績優秀な私費外国人留学（正規学生）に対する授業料減免制
度があります。こちらの制度に申請してください。

経済的困窮者に
対する減免制度
の対象となる可
能性が高いです。
本学独自の授
業料減免申請を
推奨します。
（注２）
※その他、審査
要件があります。
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注３ 本学では、東日本大震災、能登半島地震等指定災害被災者
に対する減免も実施しています。詳細は、一般学生の授業料減免
申請の募集要項を確認してください。

【国制度】高等教育の修学支援新制度
（給付型奨学金＋授業料等減免）

注１ 国制度を利用するには、JASSO給付奨学金を申請する必要があります。また、国制度と本学独自の授業料減免制度について、それぞれ申請すること
が可能です。JASSO給付奨学生に採用された場合、国制度の授業料減免が適用され、不採用となった場合は、本学独自の授業料減免結果が適用されます。

入学後、本学
が指定した期
日までに進学
届を提出のう
え、「採用候補
者決定通知」
を学生課に郵
送してくださ
い。

授業料減免を
希望する場合、
JASSO給付
奨学金を新た
に申請するか、
本学独自の授
業料減免申請
が必要です。
（注１）

学生の生計維持者（原
則、父母）が、減免を受
けようとする年度の前
年度の12月31日以降、
基準日（前期は４月１日、
後期は10月１日）まで
引き続き東京都内に住
所を有している。

本
学
独
自
の
授
業
料
減
免
制
度
へ

本学独自の授業料減免制度（一般学生）

JASSO給付奨学金の基準（資産
基準、成績・学修意欲の要件、
その他年齢等の要件）を満たし
ている。
詳細はJASSOのHP参照

高校在籍時にJASSO奨学金を予約
している。（予約採用）

No

Yes

Yes

No

No

No

希
望
す
る

JASSO給付奨学生とし
て既に採用されている。

在学生（特別永住者・永住許可者を含む）

JASSO給付
奨学金に
採用決定し
ている。

一般学生の授業料減免申請に関する
簡易フローチャート【学部生】

現在、休学中又は留年中（同一学年
に留まっている）である。

No

Yes

以下のいずれかに該当している。
○住民税非課税世帯又はそれに準ずる世

帯（年収目安380万円未満 ※参考指標）
○扶養する子どもの数が3人以上の多子
世帯、かつ、申請する学生本人が扶養され
ている。

注２ 本学では「都内子育て世帯に対する授業料免除制度」と「経済
的困窮者に対する授業料減免制度」を一体的に運用しています。両
制度の審査要件を確認するため、申請時に制度を選択することは
ございません。次に、本学独自の授業料減免

制度の要件確認へ進む

JASSO給付奨学金申請
をされた場合、不採用と
なる可能性が高く見込
まれます。ただし、これ
は申請を妨げるもので
はありません。

JASSO
給付奨学
金申請の
可否につ
いて、
学生課に
相談して
ください。

新たに
JASSO
給付奨学
金（在学
採用）の
申請を推
奨します。
（注１）

過去に
留年したこ
とがある。



授業料減免申請を希望する

博士後期課程
（特別永住者・永住許可者を含む）

都内子育て世帯に対する免除制
度の対象となる可能性が高いで
す。
本学独自の授業料減免申請を推
奨します。（注１）
※その他、審査要件があります。

進学に関する要件を満たしている。

（例：大学等を卒業後、引き続いて
博士前期課程等に進学した者で、
進学した年度の前年度末年齢が
24歳までの者)

本学独自の授業料減免申
請をされた場合、審査の結
果、対象外となる可能性が
あります。
ただし、これは申請を妨げ
るものではありません。申
請を希望される方は、本学
独自の授業料減免申請を
行ってください。

私費留学生
（特別永住者・永住許可者を除く）

修学支援を目的として、成績優秀な私費外
国人留学（正規学生）に対する授業料減免制
度があります。
こちらの制度に申請してください。

経済的困窮者に対する減免制
度の対象となる可能性が高い
です。
本学独自の授業料減免申請
を推奨します。（注１）

※その他、審査要件がありま
す。

現在、「東京都立大学みやこMIRAIプロジェクト」の支援学生である。

みやこMIRAIプロジェク
トにより授業料不徴収と
なるため、本学独自の授
業料減免申請は不要です。

一般学生授業料減免申請に関する
簡易フローチャート
【大学院、法科大学院、助産学専攻科】

注１ 本学では「都内子育て世帯に対する授業料免除
制度」と「経済的困窮者に対する授業料減免制度」を一
体的に運用しています。両制度の審査要件を確認する
ため、申請時に制度を選択することはございません。

注２ 本学では、東日本大震災、能登半島地震等指定災
害被災者に対する減免も実施しています。詳細は、一般
学生の授業料減免申請の募集要項を確認してください。

No

Yes

Yes

Yes

Yes

以下のいずれかに該当している。
○生活保護世帯（世帯分離した者を含む）
○経済的困窮者
（生計維持者及び学生本人の年収目安674万円未満）

※年収目安は4人世帯をモデルとした概算であり、世帯構成や税控除の
適用状況などにより審査結果が異なる場合があります。

No

No

No

学生の生計維持者（原則、父母）が、
減免を受けようとする年度の前年
度の12月31日以降、基準日（前
期は４月１日、後期は10月１日）ま
で引き続き東京都内に住所を有し
ている。

博士前期課程、法科大学院、
助産学専攻科
（特別永住者・永住許可者を含む）
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